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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板の表面をエッチング処理後にＣＭＰ処理加工、洗浄処理する半導体基板の再
生方法において、次の工程を経ることを特徴とする再生半導体ウエハの製造方法。
　１）．使用済みの半導体基板の基盤上構造層表面に対して、ウエット・エッチングを実
行することにより、基板上構造層を除去する工程；
　２）．前記ウエット・エッチング処理加工された半導体基板の前記基盤上構造層表面に
対して、コロイダル砥粒、塩基性化合物および純水を含むｐＨ９．０以上の研磨剤スラリ
ー組成物を用い、研磨パフを半導体基板表面に摺擦する化学機械研磨加工による第１のＣ
ＭＰ研磨加工処理を実行する工程、
　３）．前記第１のＣＭＰ研磨加工処理された半導体基板の表面に対して、カセイカリお
よび水素ガスを純水に溶解させたｐＨ１２．０以上のアルカリ水素水を用い、研磨パフを
半導体基板表面に摺擦する第２の仕上げＣＭＰ研磨加工処理および洗浄処理を実行する工
程。
【請求項２】
　半導体基板の基盤上構造層面をカップホイール型研削砥石により研削加工して前記基盤
上構造層全層を除去して基盤面を露呈させる研削加工処理後にＣＭＰ処理加工、洗浄処理
する半導体基板の再生方法において、次の工程を経ることを特徴とする再生半導体ウエハ
の製造方法。
　１）．使用済みの半導体基板の基盤上構造層表面に対して、カップホイール型研削砥石
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をインフィード送りするとともに、研削加工中に研削に供されていない前記カップホイー
ル型研削砥石の刃先に向けて洗浄液噴射装置のノズルより圧力３～２０Ｍｐａの高圧洗浄
液を噴射角度５～１８度で扇形状に噴射する砥石洗浄を行う前記基盤上構造層の全層を除
去して基盤面を露呈させる研削加工処理工程。
　２）．前記研削加工処理された半導体基板の前記基盤表面に対して、コロイダル砥粒、
塩基性化合物および純水を含むｐＨ９．０以上の研磨剤スラリー組成物を用い、研磨パフ
を半導体基盤表面に摺擦する化学機械研磨加工による第１のＣＭＰ研磨加工処理を実行す
る工程、
　３）．前記第１のＣＭＰ研磨加工処理された半導体基板の基盤表面に対して、カセイカ
リおよび水素ガスを純水に溶解させたｐＨ１２．０以上のアルカリ水素水を用い、研磨パ
フを半導体基板の基盤表面に摺擦する第２の仕上げＣＭＰ研磨加工処理および洗浄処理を
実行する工程。
【請求項３】
　再生半導体ウエハの製造方法の２）工程において、ｐＨ９．０以上の研磨剤スラリー組
成物が、コロイダル砥粒、塩基性化合物、水素ガスおよび純水を含むｐＨ９．０以上の研
磨剤スラリー組成物であることを特徴とする、請求項１または請求項２記載の再生半導体
ウエハの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シリコン基盤の表面に配線プリント、絶縁層、電極等の構造層が施された半
導体基板の再生方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　シリコン基盤の表面に配線プリントや絶縁層が設けられた半導体基板の配線プリント層
や絶縁層をエッチング処理し、さらに、化学的機械研磨加工（ＣＭＰ）をして前記配線プ
リントや絶縁層を２～３μｍ取り除き、数ナノメートルの平滑度（Ｒａ）を持つ処理され
た半導体基板表面とする再生半導体ウエハの製造方法が実施されている。
【０００３】
　例えば、特開２００２－１５８２０７号公報（特許文献１）は、少なくとも硫酸－過酸
化水素液で銅膜を溶解除去するウエット・エッチング工程、銅膜を除去したウエハの表面
を鏡面研磨する工程を含むことを特徴とする銅膜付着シリコン単結晶ウエハの再生方法を
開示する。
【０００４】
　特開２００７－４９１４５号公報（特許文献２）は、（ａ）．酸化剤１～５０質量％と
、（ｂ）．フッ素化合物０．１～３５質量％と、（ｃ）．残部の水と含むエッチング剤組
成物（トータル１００質量％）を用い、半導体基板の表面に設けられた低誘電率材料もし
くは保護材料のいずれか一方または両方を含む絶縁材料を除去する方法を開示する。
【０００５】
　また、特開２００９－１４７１０４号公報（特許文献３）は、
　（ａ）表面に機能層を有する使用済みの半導体ウエハ又は基板を粗削りし、前記機能層
を除去する工程と、
　（ｂ）粗削りした半導体ウエハ又は基板の表面に、ドライエッチングにより除去可能な
保護層を形成する工程と、
　（ｃ）前記保護層を形成した粗削りした表面を有する半導体ウエハ又は基板を、前記保
護層とともにドライエッチングする工程と、
　（ｄ）ドライエッチングした半導体ウエハ又は基板における前記粗削りを行った表面の
平坦度を計測する工程と、を含み、
前記（ｄ）工程において所望の平坦度が得られない場合、前記（ｂ）から（ｄ）までの工
程を繰り返すことを特徴とする使用済み半導体ウエハ（基板）の再生方法を提案する。
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【０００６】
　さらに、特開２０１０－２８３１８４号公報（特許文献４）は、以下の工程を含む再生
半導体ウエハ（表面粗さＲａは１．９～３．０ｎｍ）の製造方法を提案する。
　（ａ）使用済みの半導体ウエハの第1の主面に対して、ウエット・エッチングを実行す
ることにより、基板上構造層を実質的に除去する工程；
　（ｂ）前記工程（ａ）の後、前記半導体ウエハの前記第1の主面に対して、研磨スラリ
ー（研磨スラリーは、ｐＨが９以上、１２以下であって、（ｉ）コロイダルシリカ砥粒；
（ｉｉ）塩基性化合物；（ｉｉｉ）１，２，４-トリアゾール０．０３～０．１７５重量
％；および、（ｉｖ）水溶性高分子０．０５～０．１５重量％を含む）用いた化学機械研
磨による第1の主研磨処理を実行する工程、
　（ｃ）第２の仕上げ研磨加工をする工程、
　（ｄ）純水による洗浄工程。
【０００７】
　上記特許文献２および特許文献３のエッチング処理方法では、エッチング処理された半
導体基板表面の粗さ（Ｒａ）が１０～３０ナノメートル（ｎｍ）と粗いので、特許文献１
および特許文献３は、エッチング処理加工後に、研磨パフを使用する化学的機械研磨加工
（ＣＭＰ）を加えることを提案するものである。
【０００８】
　一方、半導体基板の半導体が突出した表面のエッチング液としてｐＨ８～９のアルカリ
混合水素水を用い、エッチング処理・洗浄処理・スピン乾燥する方法（表面異物の存在は
、２０個／Ｗ）が特開２００１－２８３５９号公報(特許文献５)により開示されている。
【０００９】
　また、特開２０１１－３５３００号公報（特許文献６）は、純水にオゾンガスを溶解さ
せたオゾン水（ｐＨは４以下）を洗浄対象物（半導体基板）に向けて噴射する第１の噴射
手段と、純水に水素ガスおよびアンモニア水を溶解させたアルカリ水素水（ｐＨは７．１
～１０）を前記洗浄対象物に向けて噴射する第２の噴射手段と、前記第１の噴射手段、及
び前記第２の噴射手段を制御して、前記オゾン水及び前記水素水の噴射態様（交互に噴射
させるか同時に噴射させる）を制御する制御手段を備える洗浄装置を用い、表面に付着し
た不純物量が極めて少量の帯電防止機能のついた洗浄処理半導体基板を製造する洗浄方法
を開示する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２００２－１５８２０７号公報
【特許文献２】特開２００７－４９１４５号公報
【特許文献３】特開２００９－１４７１０４号公報
【特許文献４】特開２０１０－２８３１８４号公報
【特許文献５】特開２００１－２８３５９号公報
【特許文献６】特開２０１１－３５３００号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　上記特許文献１および特許文献４のエッチング処理後にＣＭＰ処理加工する半導体基板
の再生方法は、基板表面の粗さ（Ｒａ）が数ナノメートルと優れるものであるが、目に見
えない研磨屑が多く付着している欠点がある。
【００１２】
　本願発明者らは、特許文献４記載の仕上げＣＭＰ工程または洗浄工程において、特許文
献５および特許文献６に記載のアルカリ水素水を利用すれば再生された半導体基板表面に
付着する目に見えないＣＭＰ研磨屑の付着量が減少すると着想し、本発明に到った。
【００１３】
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　本発明の目的は、ｐＨが１２以上のアルカリ水素水を利用し、エッチング処理後、ＣＭ
Ｐ処理加工された半導体基板表面のＣＭＰ研磨屑の付着量の少ない再生半導体ウエハを得
る再生方法を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　請求項１の発明は、半導体基板の表面をエッチング処理後にＣＭＰ処理加工、洗浄処理
する半導体基板の再生方法において、次の工程を経ることを特徴とする再生半導体ウエハ
の製造方法を提供するものである。
　１）．使用済みの半導体基板の基盤上構造層表面に対して、ウエット・エッチングを実
行することにより、基板上構造層を除去する工程；
　２）．前記ウエット・エッチング処理加工された半導体基板の前記基盤上構造層表面に
対して、コロイダル砥粒、塩基性化合物および純水を含むｐＨ９．０以上の研磨剤スラリ
ー組成物を用い、研磨パフを半導体基板表面に摺擦する化学機械研磨加工による第１のＣ
ＭＰ研磨加工処理を実行する工程、
　３）．前記第１のＣＭＰ研磨加工処理された半導体基板の表面に対して、カセイカリ（
ＫＯＨ）および水素ガスを純水に溶解させたｐＨ１２．０以上のアルカリ水素水を用い、
研磨パフを半導体基板表面に摺擦する第２の仕上げＣＭＰ研磨加工処理および洗浄処理を
実行する工程。
【００１５】
　請求項２の発明は、半導体基板の基盤上構造層面をカップホイール型研削砥石により研
削加工して前記基盤上構造層全層を除去して基盤面を露呈させる研削加工処理後にＣＭＰ
処理加工、洗浄処理する半導体基板の再生方法において、次の工程を経ることを特徴とす
る再生半導体ウエハの製造方法を提供するものである。
　１）．使用済みの半導体基板の基盤上構造層表面に対して、カップホイール型研削砥石
をインフィード送りするとともに、研削加工中に研削に供されていない前記カップホイー
ル型研削砥石の刃先に向けて洗浄液噴射装置のノズルより圧力３～２０Ｍｐａの高圧洗浄
液を噴射角度５～１８度で扇形状に噴射する砥石洗浄を行う前記基盤上構造層の全層を除
去して基盤面を露呈させる研削加工処理工程。
　２）．前記研削加工処理された半導体基板の前記基盤表面に対して、コロイダル砥粒、
塩基性化合物および純水を含むｐＨ９．０以上の研磨剤スラリー組成物を用い、研磨パフ
を半導体基盤表面に摺擦する化学機械研磨加工による第１のＣＭＰ研磨加工処理を実行す
る工程、
　３）．前記第１のＣＭＰ研磨加工処理された半導体基板の基盤表面に対して、カセイカ
リ（ＫＯＨ）および水素ガスを純水に溶解させたｐＨ１２．０以上のアルカリ水素水を用
い、研磨パフを半導体基板の基盤表面に摺擦する第２の仕上げＣＭＰ研磨加工処理および
洗浄処理を実行する工程。
【００１６】
　請求項３の発明は、上記請求項１または請求項２の再生半導体ウエハの製造方法の２）
工程において、ｐＨ９．０以上の研磨剤スラリー組成物が、コロイダル砥粒、塩基性化合
物、水素ガスおよび純水を含むｐＨ９．０以上の研磨剤スラリー組成物であることを特徴
とする、請求項１または請求項２記載の再生半導体ウエハの製造方法を提供するものであ
る。
【発明の効果】
【００１７】
　仕上げＣＭＰ研磨剤として、エッチング効果があり、かつ、洗浄効果の高いｐＨ１２以
上のアルカリ水素水を用いたので、再生処理された半導体ウエハの表面に付着する目に見
えない研磨屑の付着量が殆どなくなった。また、得られる再生半導体ウエハの表面粗さＲ
ａは、０．６～１．０ナノメートル（ｎｍ）と極めて平坦性の優れるものである。
【００１８】
　半導体基板の基盤上構造層面をカップホイール型研削砥石により研削加工して前記基盤
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上構造層全層を除去して基盤面を露呈させる研削加工を、カップホイール型研削砥石の刃
先に向けて洗浄液噴射装置のノズルより圧力３～２０Ｍｐａの高圧洗浄液を噴射角度５～
１８度で扇形状に噴射する砥石洗浄を行うので、露呈された基盤上に付着する目に見えな
いイオンレベルの金属汚染（例えば、Ｃｕ　Smearing）は、１ｘ１０10atoms/cm２から８
ｘ１０10atoms/cm２の範囲に縮減される。よって、３）工程のＣＭＰ研磨加工処理および
洗浄処理の時間を短縮できる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】図１は本発明の実施に用いる研削装置の正面図である。
【発明を実施するための形態】
【実施例】
【００２０】
　本発明の半導体基板の再生方法は、次の工程を経て実施される。
　１）．使用済みの半導体基板の基盤上構造層（プリント配線、電極、絶縁層など）表面
に対して、ウエット・エッチングを実行することにより、基盤上構造層の一部または全部
を除去する工程；
　２）．前記ウエット・エッチング処理加工された半導体基板の表面に対して、コロイダ
ル砥粒、塩基性化合物および純水を含むｐＨ９．０以上の研磨剤スラリー組成物を用い、
研磨パフを半導体基板表面に摺擦する化学機械研磨加工による基板表面の第１のＣＭＰ研
磨加工処理を実行する工程、
　３）．前記ＣＭＰ研磨加工処理された半導体基板の表面に対して、カセイカリ（ＫＯＨ
）および水素ガスを純水に溶解させたｐＨ１２．０以上のアルカリ水素水を用い、研磨パ
フを半導体基板表面に摺擦する第２の仕上げＣＭＰ研磨加工処理を実行する工程。
【００２１】
　被加工材の半導体基板としては、シリコン基盤、サファイア基盤、ＳｉＣ基盤、ガラス
基盤等の基盤上に設けられた構造層（プリント配線、銅メッキ層、電極、絶縁層など）を
有する使用済みの半導体基板が挙げられる。
【００２２】
　ウエット・エッチング剤としては、特許文献１、特許文献２、特許文献５などに記載の
エッチング剤の他に、現在市場で利用されているオゾン水等のウエット・エッチング剤を
利用することができる。ウエット・エッチング処理後、半導体基板のエッチング処理面は
純水により洗浄され、スピン乾燥されたのち、次のＣＭＰ処理工程へと搬送される。
【００２３】
　上記ウエット・エッチング処理は、半導体基板の基盤上構造層面の一部(厚み２～５μ
ｍ)を除去する方法としては好ましいが、半導体基板の基盤上構造層全部を除去する場合
は、エッチング処理時間が長く要することとなるので、上記１）工程のウエット・エッチ
ング処理工程を、次の研削加工処理工程１）に変更するのが好ましい。
【００２４】
　１）．使用済みの半導体基板の基盤上構造層表面に対して、カップホイール型研削砥石
をインフィード送りするとともに、研削加工中に研削に供されていない前記カップホイー
ル型研削砥石の刃先に向けて洗浄液噴射装置のノズルより圧力３～１５Ｍｐａの高圧洗浄
液を噴射角度５～１８度で扇形状に噴射する砥石洗浄を行う前記基盤上構造層の全層を除
去して基盤面を露呈させる研削加工処理工程。
【００２５】
　具体的には、図１に示す研削装置１を用い、半導体基板ｗの表面をカップホイール型研
削砥石３により表面平坦化加工を行う。
【００２６】
　前記研削装置１は、基板チャック２ａを回転軸２ｂに軸承させた基板吸着チャック機構
２、砥石軸３ｂに軸承された高い砥番のカップホイール型研削砥石３ａを備える砥石ヘッ
ド３、該研削砥石の砥石刃先３ａｇを高圧ジェット洗浄するノズル４ａを備える洗浄液噴
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射装置４および半導体基板の基盤上構造体層表面に研削液を供給する研削液供給ノズル５
を備える。図中、６は脱気管、７は給水管、および、８は流体室である。
【００２７】
　前記カップホイール型研削砥石３は、砥粒素材として砥番＃３００～＃１，２００のダ
イヤモンド、ｃＢＮ、ＳｉＣの砥粒を用いたビトリアイドボンド砥石、メタルボンド砥石
、レジンボンド砥石などが利用できる。なかでも、ダイヤモンドビトリファイドボンドカ
ップホイール型研削砥石が面平坦度仕上げおよび研削速度の面で優れる。
【００２８】
　研削液供給ノズル５より供給される研削液としては、純水が一般であるが、セラミック
および電極素材の金属によっては、純水以外のエタノールアミン水溶液、テトラメチルア
ンモニウムヒドロキシド水溶液、苛性カリ水溶液、酢酸、塩酸等の導電性水溶液、セリア
水分散液、コロイダルシリカ水分散液、アルミナ水分散液なども利用してもよい。
【００２９】
　洗浄液噴射装置４のノズル４ａより供給される洗浄液としては、上述の研削液を用いて
もよいが、排水処理の面から純水が一般的である。洗浄水の砥石刃３ａｇへの噴射角度は
５～１８度の扇形状である。
【００３０】
　洗浄液噴射装置４としては、旭サナック株式会社の精密高圧ジェット水洗浄機械“ＨＰ
ＭＪ　ＡＦＳ５４００Ｓ”（商品名）が利用できる。
【００３１】
　上記研削装置１のカップホイール型研削砥石３ｇを用いて半導体基板ｗの表面平坦化加
工を行う構造層全層除去加工作業は、回転軸２ｂを１００～１５０ｍｉｎ－１回転させる
ことにより半導体基板ｗを回転させ、高粒度カップホイール型研削砥石３ａの砥石軸３ｂ
を１，２００～２，０００ｍｉｎ－１回転させながら３０μｍ／分の下降速度で下降（イ
ンフィード）させて、そのカップホイール型研削砥石の砥石刃先３ａｇを前記半導体基板
表面上で摺擦させて厚みを所望量（２～５０μｍ）減少させる研削加工をするとともに、
この研削加工中に前記カップホイール型研削砥石の半導体基板の表面研削加工に供されて
いないポーラスセラミックテーブル２ａ外領域部分に存在する砥石刃先３ａｇにこの砥石
刃までの距離５～２０ｍｍ位置にあるノズル噴出口４ａより圧力３～２０ＭＰａ、好まし
くは、１０～１２ＭＰａの洗浄水を噴射させて砥石刃に付着した銅電極研削屑、絶縁層研
削屑、樹脂研削屑等を洗い流す砥石刃洗浄工程（加圧水ドレッシング）を行う。上記研削
加工中、半導体基板の表面には研削液供給ノズル５より研削液が１０～２０リットル／分
の割合で供給される。
【００３２】
　半導体基板の露呈された基盤上に付着する目に見えないイオンレベルの金属汚染（例え
ば、Ｃｕ　Smearing）は、１ｘ１０10atoms/cm２～８ｘ１０10atoms/cm２の範囲に縮減さ
れる。研削加工中に前記カップホイール型研削砥石の半導体基板の表面研削加工に供され
ていないポーラスセラミックテーブル２ａ外領域部分に存在する砥石刃先３ａｇを砥石ド
レッサーで成形する従来の研削方法では、半導体基板の露呈された基盤上に付着する目に
見えないイオンレベルの金属汚染（例えば、Ｃｕ　Smearing）は、２ｘ１０1２atoms/cm
２～６ｘ１０1３atoms/cm２のレベルであるので、前記３）工程の仕上げＣＭＰ処理時間
を短い時間で終わらせることができると推量される。
【００３３】
　次いで、前述の２）．前記ウエット・エッチング処理加工された半導体基板の表面に対
して、コロイダル砥粒、塩基性化合物および純水を含むｐＨ９．０以上の研磨剤スラリー
組成物を用い、研磨パフを半導体基板表面に摺擦する化学機械研磨加工による基板表面の
第１のＣＭＰ研磨加工処理を実行する工程が、岡本工作機械製作所の研磨装置“ＰＮＸ３
３２Ｂ”（商品名）を使用して行われる。
【００３４】
　使用される研磨剤スラリー組成物のコロイダル砥粒としては、コロイダルシリカ、コロ



(7) JP 6205619 B2 2017.10.4

10

20

30

40

50

イダルセリアの砥粒が研磨剤スラリー組成物中の２．０～６．５重量％（固形分量）の割
合で使用される。この含有率は高いほどＣＭＰ加工処理された半導体基板の表面粗さＲａ
を小さくする。前記２．０～６．５重量％の含有率の研磨剤組成物スラリーの使用では、
０．６～１．０ナノメートル（ｎｍ）のＲＡの半導体基板表面平坦度が得られる。
【００３５】
　研磨剤スラリー組成物のｐＨを９以上とするために使用される塩基性化合物としては、
水酸化カリウム（カセイカリ）、水酸化ナトリウム、水酸化リチウム、１，２，４－トリ
アゾール、テトラメチルアンモニウム、トリメチルアンモニウムヒドロキシド、テトラメ
チルアンモニウムヒドロキシド（ＴＭＡＨ）、テトラエチルアンモニウムヒドロキシド（
ＴＥＡＨ）、テトラプロピルアンモニウムヒドロキシド（ＴＰＡＨ）、テトラブチルアン
モニウムヒドロキシド（ＴＢＡＨ）、トリメチルヒドロキシエチルアンモニウムヒドロキ
シド（コリン）、メチルトリ（ヒドロキシエチル）アンモニウムヒドロキシド、テトラ（
ヒドロキシエチル）アンモニウムヒドロキシド、ベンジルトリメチルアンモニウムヒドロ
キシド（ＢＴＭＡＨ）、エタノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタノールアミン
、第３ブチルジエタノールアミン、イソプロパノールアミン、ジエチレントリアミン、ト
リエチレンテトラミン等の塩基性化合物の１種単独又は２種以上の混合物を利用できる。
塩基性化合物の含有量は、０．１～５質量％であることが好ましい。後記する実施例では
、研磨剤スラリー組成物として、６．４重量％（固形分）のコロイダルシリカ砥粒、カセ
イカリ（ＫＯＨ）、水素水、純水を含有するｐＨ１２．６の研磨剤水分散液（スラリー）
を用いた。
【００３６】
　３００ｍｍ径の半導体基板ｗの回転速度は、１００ｒｐｍ、研磨パフ（研磨パッド）の
回転速度は、１２０ｒｐｍで行った。
【００３７】
　前述の２）の第１のＣＭＰ研磨加工処理を実行した後に、ＣＭＰ研磨加工処理された半
導体基板を研磨装置の第２の仕上げＣＭＰ研磨加工処理ステージへと移送する。そこで、
前記ＣＭＰ研磨加工処理された半導体基板の表面に対して、カセイカリ（ＫＯＨ）および
水素ガスを純水に溶解させたｐＨ１２．０以上のアルカリ水素水を用い、研磨パフを半導
体基板表面に摺擦する第２の仕上げＣＭＰ研磨加工処理の前述の３）工程を実行する。
【００３８】
　異物除去洗浄剤の酸化還元電位は、水素水（ｐＨ７）が－３２０ｍＶ、純水（ｐＨ７）
が－３２０ｍＶ、ｐＨ９のアルカリ水素水が―５００ｍＶ、実施例で用いたｐＨ１２．８
のアルカリ水素水は―７６０ｍＶであるので、本発明では、これまで文献で発表（ｐＨ１
０以下）されていないｐＨ１２．８のアルカリ水素水を調製し、実施例で用いた。
【００３９】
　３００ｍｍ径の半導体基板ｗの回転速度は、８０ｒｐｍ、研磨パフ（研磨パッド）の回
転速度は、１００ｒｐｍで行った。
【００４０】
　実施例１
　使用済みの３００ｍｍ径の半導体基板の基盤上構造層（プリント配線、電極、絶縁層な
ど）表面に対して、特許文献２記載のウエット・エッチング剤（フッ化水素、過硫酸アン
モニウム、純水を含有）を用い、基盤上構造層の一部の２μｍを除去する１）工程を実施
した。
【００４１】
　前記ウエット・エッチング処理加工された半導体基板の表面に対して、コロイダルシリ
カ６．４重量％、カセイカリ、水素ガスを含有するｐＨ１０のアルカリ水素水（研磨剤ス
ラリー組成物）を用い、研磨パフを半導体基板表面に摺擦する化学機械研磨加工による基
板表面の第１のＣＭＰ研磨加工処理工程を実施した。
【００４２】
　前記ＣＭＰ研磨加工処理された半導体基板の表面に対して、カセイカリ（ＫＯＨ）およ
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び水素ガスを純水に溶解させたｐＨ１２．８のアルカリ水素水を用い、研磨パフを半導体
基板表面に摺擦する第２の仕上げＣＭＰ研磨加工処理を実施した。
【００４３】
　前記第２の仕上げＣＭＰ研磨加工処理を実施して得られた半導体基板の構造層の表面粗
さＲａは、０．５５～０．６ｎｍ、表面付着異物粒子の数は０個／ｗ、半導体基板の構造
層のイオンレベルの金属汚染は、８ｘ１０1０atoms/cm２～５ｘ１０1１atoms/cm２であっ
た。
【００４４】
　実施例２
　使用済みの３００ｍｍ径の半導体基板の基盤上構造層（プリント配線、電極、絶縁層な
ど）表面に対して、研削装置１のカップホイール型研削砥石３ｇを用いて、シリコン基盤
上の構造層全層(厚み４μｍ)除去加工作業を行った。回転軸２ｂを１００～１５０ｍｉｎ
－１回転させることにより半導体基板ｗを回転させ、高粒度カップホイール型研削砥石３
ａの砥石軸３ｂを１，８００ｍｉｎ－１回転させながら３０μｍ／分の下降速度で下降（
インフィード）させて、そのカップホイール型研削砥石の砥石刃先３ａｇを前記半導体基
板の構造層表面上で摺擦させて厚みを所望量（５μｍ）減少させる研削加工を開始すると
ともに、この研削加工中に前記カップホイール型研削砥石の半導体基板の表面研削加工に
供されていないポーラスセラミックテーブル２ａ外領域部分に存在する砥石刃先３ａｇに
この砥石刃までの距離１５ｍｍ位置にあるノズル噴出口４ａより圧力１０ＭＰａの洗浄水
を噴射させて砥石刃に付着した銅電極研削屑、絶縁層研削屑、樹脂研削屑等を洗い流す砥
石刃洗浄工程（加圧水ドレッシング）を行った。上記研削加工中、半導体基板の表面には
研削液供給ノズル５より研削液が１６リットル／分の割合で供給された。
【００４５】
　前記研削加工処理された半導体基板のシリコン基盤表面に対して、コロイダルシリカ６
．４重量％、カセイカリ、水素ガスを含有するｐＨ１０のアルカリ水素水（研磨剤スラリ
ー組成物）を用い、研磨パフを半導体基板表面に摺擦する化学機械研磨加工による基板表
面の第１のＣＭＰ研磨加工処理工程を実施した。
【００４６】
　前記ＣＭＰ研磨加工処理された半導体基板のシリコン基盤表面に対して、カセイカリ（
ＫＯＨ）および水素ガスを純水に溶解させたｐＨ１２．８のアルカリ水素水を用い、研磨
パフを半導体基板のシリコン基盤表面に摺擦する第２の仕上げＣＭＰ研磨加工処理を実施
した。
【００４７】
　前記第２の仕上げＣＭＰ研磨加工処理を実施して得られた半導体基板のシリコン基盤の
表面粗さＲａは、０．５７～０．６２ｎｍ、表面付着異物粒子の数は０個／ｗ、半導体基
板のシリコン基盤表面のイオンレベルの金属汚染は、６ｘ１０1０atoms/cm２～８ｘ１０1

０atoms/cm２であった。
【産業上の利用可能性】
【００４８】
　再生処理された半導体基板は、再生された表面粗さ（Ｒａ）が０．５～０．６ｎｍ、イ
オンレベルの金属汚染は、１ｘ１０1０atoms/cm２～１ｘ１０1１atoms/cm２のレベルのも
のであるので、再生半導体ウエハとして十分に実用に供されるものである。
【符号の説明】
【００４９】
１　　研削装置
ｗ　　半導体基板
２　　基板チャック機構
３　　カップホイール型研削砥石
４　　洗浄液噴射装置
４ａ　高圧ジェット洗浄するノズル
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